
事 務 連 絡

平成23年 12月 2 8日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 ) 御中

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分Ｂ）に

記載する機能区分コードについて」の一部改正について

標記については、本日、「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一

部を改正する件」（平成23年厚生労働省告示第479号）が公布され、平成24年１月１日

から適用されることとされたことに伴い、「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希

望書（希望区分Ｂ）に記載する機能区分コードについて」（平成22年３月５日事務連絡）

を次のように改正し、平成24年１月１日から適用することとしたのでお知らせいたしま

す。

記

１ 別表Ⅱ区分014の(２)を次のように改める。

(２) 削除

２ 別表Ⅱ区分087に次のように加える。



(６) 疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型 B00208706

３ 別表Ⅱ区分111を次のように改める。

111 埋込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル

(１) 標準型 B00211101

(２) 強化型 B00211102

４ 別表Ⅱ区分114の(２)に次のように加える。

⑥ 温度センサー付き B0021140206

５ 別表Ⅱ区分157中「胃十二指腸用ステントセット」を「消化管用ステントセット」

に改める。

６ 別表Ⅱに次のように加える。

169 血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー B002169



（別表） （別表）

Ⅱ Ⅱ

014　冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー 014　冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー
(1)　フローセンサー型 B002 014 01 (1)　フローセンサー型 B002 014 01
(2)　削除 (2)　圧センサー型 B002 014 02
(3)　コンビネーション型 B002 014 03 (3)　コンビネーション型 B002 014 03

087　埋込型脳・脊髄電気刺激装置 087　埋込型脳・脊髄電気刺激装置
(1)　疼痛除去用（４極用） B002 087 01 (1)　疼痛除去用（４極用） B002 087 01
(2)　疼痛除去用（８極用） B002 087 02 (2)　疼痛除去用（８極用） B002 087 02
(3)　振戦軽減用（４極用） B002 087 03 (3)　振戦軽減用（４極用） B002 087 03
(4)　疼痛除去用（16極以上用） B002 087 04 (4)　疼痛除去用（16極以上用） B002 087 04
(5)　疼痛除去用（16極以上用）充電式 B002 087 05 (5)　疼痛除去用（16極以上用）充電式 B002 087 05
(6)　疼痛除去用（16極以上用）充電式・体位変換対応型 B002 087 06

111　埋込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル 111　埋込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル B002 111
(1)　標準型 B002 111 01
(2)　強化型 B002 111 02

114　体外式ペースメーカー用カテーテル電極 114　体外式ペースメーカー用カテーテル電極
(1)　一時ペーシング型 B002 114 01 (1)　一時ペーシング型 B002 114 01
(2)　心臓電気生理学的検査機能付加型 (2)　心臓電気生理学的検査機能付加型

①　標準型 B002 114 02 01 ①　標準型 B002 114 02 01
②　冠状静脈洞型 B002 114 02 02 ②　冠状静脈洞型 B002 114 02 02
③　房室弁輪部型 B002 114 02 03 ③　房室弁輪部型 B002 114 02 03
④　心房内・心室内全域型 B002 114 02 04 ④　心房内・心室内全域型 B002 114 02 04
⑤　アブレーション機能付き B002 114 02 05 ⑤　アブレーション機能付き B002 114 02 05
⑥　温度センサー付き B002 114 02 06

157　消化管用ステントセット B002 157 157　胃十二指腸用ステントセット B002 157
169　血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー B002 169

　医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィ
ルムを除く。）及び機能区分コード

　医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11部に規定する特定保険医療材料（フィ
ルムを除く。）及び機能区分コード

機能区分 機能区分コード 機能区分 機能区分コード

「特定保険医療材料及び医療機器保険適用希望書（希望区分Ｂ）に記載する機能区分コードについて」の一部改正について

改　　正　　後 現　　　　　行




